
連 結 計 算 書 類 の 「 連 結 注 記 表 」

計 算 書 類 の 「 個 別 注 記 表 」

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書類交付請求をいただ
いた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しておりま
す。

第30回定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項

（2022年７月１日から2023年６月30日まで）

株式会社ジェイテックコーポレーション



連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

　連結の範囲に関する事項
・連結子会社の数　　　１社
・主要な連結子会社の名称　　　電子科学株式会社

２．持分法の適用に関する事項
　非連結子会社及び関連会社はありませんので、該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社である電子科学株式会社の決算日は３月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同
決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行って
おります。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
　その他有価証券
　・市場価格のない株式等以外のもの
　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　・市場価格のない株式等
　　移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも
の）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法によっております。

②　棚卸資産
イ．商品・貯蔵品
　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
ロ．製品・仕掛品・原材料
　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
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以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　　　15～50年
機械装置及び運搬具　　　 3 ～10年
上記以外の有形固定資産　 3 ～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②　賞与引当金
　　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。
③　受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注案件のうち損失発生の可能性
が高く、かつ、当連結会計年度末時点で当該損失額を合理的に見積もることができる受注案件について、
翌連結会計年度以降の損失見込額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、連結子会社の内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上し

ております。

⑷　収益及び費用の計上基準
当社グループは、主に光学ミラー、ライフサイエンス・機器開発、昇温脱離分析装置の製品の製造販売を

行っております。
製品の販売に関しては、原則として顧客が製品を検収した時点において、支配が顧客に移転することから

履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。製品の修理等のその他のサービスの
役務に関しては履行義務が充足される役務提供完了時点で収益を認識しております。

⑸　その他連結計算書類作成のための重要な事項
①　外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
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外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により換算し、換算差額は損益として処理しております。
②　のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、10年間の定額法により償却しております。
③　退職給付に係る会計処理の方法

連結子会社については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当連結会計年
度の期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

５．会計方針の変更に関する注記
⑴　時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下、
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することといたしました。これによる連結計算書類に与える影響はありません。

⑵　棚卸資産の評価方法の変更
当社は、商品の評価方法については、個別法に基づく原価法を採用しておりましたが、当連結会計年度の

期首より、移動平均法による原価法に変更しております。
この評価方法の変更は、ライフサイエンス・機器開発事業の領域において、迅速に在庫金額を把握するこ

とによる利益管理の精緻化及び原材料の高騰による適正な期間損益計算を目的としております。
なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。

６．重要な会計上の見積りに関する注記
⑴　固定資産の減損

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　有形固定資産及び無形固定資産残高　　　　　　　　　　　　1,686,317千円
　うち、当社における有形固定資産及び無形固定資産残高　　　1,334,903千円

減損損失（ライフサイエンス・機器開発事業）　　　　　　　　　2,803千円
②　会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　当社グループは固定資産の減損会計の適用に際し、原則として事業部門ごとを１つの資産グループと
し、遊休資産は個別資産ごとに資産グループとして、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に
寄与する共用資産については、各資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位（全社）を資産グル
ープとして、減損の兆候の有無の判定を行っております。減損の兆候がある場合には、各グループの単位
で将来キャッシュ・フローを見積り、それをもとに減損損失の認識を行うかどうかを判定し、減損損失計
上の検討を行います。
　当社の翌連結会計年度の営業活動から生ずる損益の見込みの基礎となる来期予算の事業計画における主
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　有形固定資産の減価償却累計額 812,842千円

普通株式 5,873,000株

普通株式 940株

要な仮定は、将来売上予測、費用発生の将来予測、将来の修繕の予測等といった、経営者による重要な判
断を伴う仮定が含まれております。したがって、市場環境等の変化により、これらの仮定に重要な変更が
生じた場合には、固定資産の減損損失の計上が必要になる可能性があります。
　ライフサイエンス・機器開発事業における研究・開発設備については、事業の特性上、現段階では研究
開発が先行する等の事業環境及び今後の見通しを勘案し、回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額2,803千円を減損損失として特別損失に計上しました。

⑵　のれんの評価
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　のれん（電子科学株式会社に係る部分）　　　349,659千円
②　会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　企業買収により発生したのれんについては、事業計画の達成状況をモニタリングすることによって、減
損の兆候の有無の判定を行っております。
　同事業計画の主要な仮定である販売見込数量については、いずれも当連結会計年度末時点における既契
約及び契約獲得見込が継続することを想定しておりますが、契約獲得見込の減少が生じた場合には、のれ
んを含む資産グループに減損損失が計上される可能性があります。

７．連結貸借対照表に関する注記

８．連結損益計算書に関する注記
　　顧客との契約から生じる収益
　　　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
　　　顧客との契約から生じる収益の金額は、「11．収益認識に関する注記　⑴　顧客との契約から生じる収益

を分解した情報」に記載しております。

９．連結株主資本等変動計算書に関する注記
　⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

　⑵　当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び数
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１０．金融商品に関する注記
⑴　金融商品等の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的かつ安全性の高い金融資産を中心として運用する方針で
す。また、資金調達については、必要な資金を銀行借入により調達しております。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、営業債権の
一部は外貨建債権であることから、為替変動リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は１年以内に支払期日が到来する営業債務です。
　投資有価証券は、投資事業有限責任組合への出資であり、投資先企業等の事業リスクに晒されておりま
す。
　借入金は、主に子会社株式の取得や運転に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決算
日から最長８年後であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制
　営業債権である電子記録債権及び売掛金については、与信管理規程に基づき、取引先ごとの与信限度額
を設定し、期日管理及び残高管理を行うとともに、滞留債権管理を行っております。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

長期借入金（※） 597,419 597,419 －
負債計 597,419 597,419 －

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － 597,419 － 597,419
負債計 － 597,419 － 597,419

⑵　金融商品の時価等に関する事項
2023年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

（※）１年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。
（注）１．「現金及び預金」、「電子記録債権」、「売掛金」、「買掛金」、及び「未払法人税等」につい

ては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似していることから、
記載を省略しております。

２．「投資有価証券」（連結貸借対照表計上額17,233千円）については、投資事業有限責任組合への
出資金であり市場価格がないため、上表に含めていません。

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しています。
レベル１の時価：　観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：　観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：　 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定

しており、レベル２に分類しております。
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報告セグメント
合計オプティカル

事業
ラ イ フ サ イ エ ン
ス・機器開発事業 その他事業

光学ミラー・部品類 1,179,367 － － 1,179,367
ライフサイエンス汎用機器類 － 42,215 － 42,215
機器開発 － 219,034 － 219,034
TDS － － 250,169 250,169
その他 16,020 63,635 137,932 217,588
顧客との契約から生じる収益 1,195,387 324,885 388,102 1,908,375
外部顧客への売上高 1,195,387 324,885 388,102 1,908,375

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権 578,565
契約負債 91,895

1１．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「４．会計方針に関する事項　⑷　収益及び費用の計上基準」

に記載のとおりです。

⑶　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報

①　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

（注）契約負債は、主にオプティカル事業における光学ミラーに係る前受金であります。
　　　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債に含まれていた額は119,042千円であ
　　ります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引を認識していないため、

実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
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１株当たり純資産額 422円15銭
１株当たり当期純利益 40円58銭

1２．１株当たり情報に関する注記
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ．子会社株式
　　移動平均法による原価法
ロ．その他有価証券
　・市場価格のない株式等以外のもの
　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　・市場価格のない株式等
　　移動平均法による原価法
　　なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法によっております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ．商品・貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
ロ．製品・仕掛品・原材料

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　　15～50年
機械及び装置　　　　　　 3 ～10年
上記以外の有形固定資産　 3 ～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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⑶　引当金の計上基準
①　賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
②　受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件のうち、損失発生の可能性が
高く、かつ、当事業年度末時点で当該損失額を合理的に見積もることができる受注案件について、翌事業
年度以降の損失見込額を計上しております。

⑷　収益及び費用の計上基準
当社は、主に光学ミラー、ライフサイエンス・機器開発の製品の製造販売を行っております。
製品の販売に関しては、原則として顧客が製品を検収した時点において、支配が顧客に移転することから

履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により換算し、換算差額は損益として処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記
⑴　時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下、
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27
－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することといたしました。これによる計算書類に与える影響はありません。

⑵　棚卸資産の評価方法の変更
当社は、商品の評価方法については、個別法に基づく原価法を採用しておりましたが、当事業年度の期首

より、移動平均法による原価法に変更しております。
この評価方法の変更は、ライフサイエンス・機器開発事業の領域において、迅速に在庫金額を把握するこ

とによる利益管理の精緻化及び原材料の高騰による適正な期間損益計算を目的としております。
なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。

３．重要な会計上の見積りに関する注記
⑴　固定資産の減損

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

－ 10 －



　有形固定資産の減価償却累計額 788,165千円

普通株式 5,873,000株

普通株式 940株

有形固定資産及び無形固定資産残高　　　　　　　　1,334,903千円
②　会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

連結計算書類「連結注記表（６．重要な会計上の見積りに関する注記）⑴　固定資産の減損」に記載し
た内容と同一であります。

⑵　関係会社株式の評価
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式（電子科学株式会社の取得原価）　　　　797,402千円
②　会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は関係会社株式について、実質価額と帳簿価額とを比較することにより、減損処理の要否を判断し
ております。電子科学株式会社の株式については、評価に際し超過収益力を実質価額の算定に加味してい
るため、超過収益力に影響を与える事業計画の主要な仮定である販売見込数量の減少が生じた場合、減損
処理が行われる可能性があります。

期末日における電子科学株式会社の超過収益力を加味した実質価額は帳簿価額に比べて著しく低下して
おらず、減損の処理を実施しておりません。

４．貸借対照表に関する注記

５．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 15,602千円
未払事業税 3,155千円
賞与引当金 4,549千円
株式報酬費用 2,564千円
棚卸資産評価損 1,655千円
減価償却費 10,501千円
減損損失 820千円
研究開発費 7,756千円
投資事業組合運用損 583千円
その他 1,326千円

繰延税金資産小計 48,515千円
評価性引当額 △5,059千円

繰延税金資産合計 43,456千円

　１株当たり純資産額 430円94銭
　１株当たり当期純利益 33円01銭

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

7．収益認識に関する注記
（収益を理解するための基礎となる情報）

収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　⑷　収益及び費
用の計上基準」に記載のとおりです。

8．１株当たり情報に関する注記
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